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フ ァ ク ト シ ー ト 

《作成日：平成24年6月14日》 

 

 

１．食品に含まれる PAHsとは 

多環芳香族炭化水素(PAHs：Polycyclic Aromatic Hydrocarbons)とは、炭素と水素原子

から成る 2つ以上の縮合芳香環を含む多くの種類の有機化合物です。これらの化合物は、

有機物質の不完全な燃焼又は熱分解、そして各種の工業過程で生成されます。不完全な燃

焼などによる場合には、数百の化合物からなる複雑な混合物として発生します。また、PAHs

は火山活動、山火事、化石燃料の燃焼によっても生成します。環境由来(原油流出事故等が

原因)の PAHs による魚介類汚染も欧州では問題となっています。 

食品に多く含まれる PAHsとしては、ベンゾ[a]ピレン(benzo[a]pyrene、以下 BaPと記載)

など 30 種類程度の化合物が様々な食品の分析結果により明らかとなっています。PAHs は

食品を焼くなどの調理の過程や乾燥・加熱などの製造過程で生成されるので、肉・魚介類

の燻製、直火(食品と炎が接触)で調理した肉(網焼き等)、植物油、穀物製品などに多く含

まれます。 

本ファクトシートでは、国際連合食糧農業機関(FAO)/世界保健機関(WHO)合同食品添加物

専門家会議(JECFA)や欧州連合(EU)において食品の基準値が定められている BaP を中心に

まとめています。 

 

２．ヒトに対する影響 

ヒトの暴露注 1経路はさまざまで、喫煙者は喫煙すること、非喫煙者であれば食品を食べ

ることが主要な暴露源となります。国際がん研究機関(IARC)は 60種の PAHsを評価し、PAHs

の多くに発がん性や遺伝毒性があること、あるいは、ヒトに対する発がん性が疑われるこ

とを報告しています。 

食品に含まれる PAHsについては、JECFAが BaPを指標として検討を行っており、ヒトが

暴露される可能性の範囲と、食品を通じてヒトの体内に入る量(推定摂取量)をもとに暴露

マージン（MOE）注 2を求め、PAHsによる健康への懸念は低いと結論を出しています。 

 

３．海外の状況 

食品中の PAHs については、BaP についての基準値が、欧州(食用油脂、乳幼児用食品、

燻製等)、カナダ(オリーブポーマスオイル)、韓国(食用油脂、燻製魚等)、中国(食用油脂)

等で設定されています。WHO では、飲料水水質ガイドラインにおいて基準値が設定されて

います。 

また、国際食品規格等を作成しているコーデックス委員会(FAO及び WHOにより設置され

                                                   
注 1 暴露(ばくろ)：作業段階や、環境経由、製品経由、あるいは事故によって、ヒトが化学物質を吸ったり、食べた

り、触れたりして、体内に取り込むこと、また、生態系が化学物質にさらされることの総称です。 
注 2 暴露マージン(MOE：Margin of Exposure)：ある化学物質のヒト暴露量が動物実験で得られた無毒性量

（NOAEL）注 8 又はベンチマーク用量信頼下限値（BMDL）に対してどれだけ離れているかを示す係数です。

NOAEL 又 BMDL／暴露量により算出します。この値が大きい程、現時点の暴露量はヒト又は環境中の生

物に有害性を発現するまでの余裕が大きいということを示しています。 

食品に含まれる多環芳香族炭化水素(PAHs)(概要) 
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ている機関)では、「燻製及び直接乾燥による食品の PAH汚染を低減するための実施規範」

を 2009年 7 月に採択しています。 

JECFAは、BaPを遺伝毒性及び発がん性のある PAHsの暴露マーカーとして評価し、マウ

スによる 2 年間混餌投与試験に基づき BaP のベンチマーク用量信頼下限値(BMDL)注 3 を

100,000 ng/kg 体重/日注 4とし、MOE を平均摂取群で 25,000、高摂取群で 10,000 としてい

ます。 

欧州では、欧州食品安全機関(EFSA）がMOEによる評価手法を用いてBaP等の評価を行い、

平均推定経口摂取量では消費者の健康への懸念が低いが、高摂取者の MOEは約 10,000ある

いは 10,000未満であり、消費者の健康への懸念の可能性及びリスク管理が必要になる可能

性を示しています。 

欧州連合(EU)は、EFSAの結論に基づき、PAHsの唯一のマーカーとして BaPを用いる現行

システムは継続できないとし、委員会規則(EC)No 1881/2006 を 2011 年に一部改正しまし

た。BaP の基準値を別個に維持する一方、4 種類の PAHs(PAH4)注 5の総量の基準値を新たに

設定しています。 

 

４．国内の状況 

日本では、食品中の PAHsについての基準値は設定されていません。 

農林水産省や環境省等において、日本の食品中に含まれる PAHsについての研究が行われ

ています。 

農林水産省では、食品安全に関するリスクプロファイルシートとして「多環芳香族炭化

水素(PAHs)」がとりまとめられ、ホームページに公表されています。また、環境省では、

BaP 等の個々の化合物について、健康リスクを含めた、化学物質の環境リスク初期評価を

公表しています。BaP については、経口暴露の非発がん影響は、ラットの中・長期毒性試

験での前胃の過形成に係る無毒性量等注 6から、MOEを 1,100～1,500とし、発がん性につい

ては、予測最大暴露量に対応する過剰発生率をスロープファクター注 7から求め、1.0×10-5

～1.5×10-5としています。' 

 なお、食品安全委員会では、食品に含まれる多環芳香族炭化水素(PAHs)について、平成

22年度に「自ら評価」の候補案件として審議し、その結果、ファクトシートを作成して情

報提供を行うこととなりました。本ファクトシートは、平成 23年度食品安全確保総合調査

                                                   
注 3 ベンチマーク用量信頼下限値（BMDL）：毒性発現率と摂取量の相関性に数理モデルを適用し、ある確率で

毒性（通常一般毒性では 10 ％(BMDL10)、発生毒性では 5 ％）を発現（又は増加）すると推定される摂取量

の信頼限界（通常 95 ％）の下限値で、経験的に NOAEL と近い値になると考えられています。この方法では、

NOAEL 法と違い、実験デザインを含めた推定が可能です。 
注 4  ng(ナノグラム)：1mg(ミリグラム)の 100 万分の 1 の量です。1,000 ナノグラム＝1 マイクログラム＝1,000 分の

１ミリグラムです。 
注 5  BaP、ベンゾ[a]アントラセン、ベンゾ[b]フルオランテン、クリセンの 4 種類。 
注 6 原典記載どおり。「無毒性量(NOAEL)等とは、NOAEL(無影響量(NOEL))から、又は最小毒性量(LOAEL(最小

影響量(LOEL)))を 10 で除して変換した NOAEL(NOEL)から求めた数値」とされています。 
注 7 スロープファクター(slope factor)：体重 1 kg 当たり 1 mg の化学物質を、毎日、生涯にわたって経口摂取した

場合の過剰発がんリスク推定値。 

がんの過剰発生率＝スロープファクター(mg/kg/日) -1× 経口暴露量(mg/kg/日) 
注 8 無毒性量(NOAEL：No Observed Adverse Effect Level)：ある物質について何段階かの異なる投与量を用い

て毒性試験を行ったとき、有害影響が認められなかった最大の投与量のことです。通常は、さまざまな動物

試験において得られた個々の無毒性量の中で最も小さい値を、その物質の無毒性量とします。 
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の結果を踏まえて取りまとめたものです。 
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ファクトシート(食品に含まれる多環芳香族炭化水素(PAHｓ)) 

※印は文末に用語解説あり 

項目 内容 
参考 
文献 

1.名称／別名 

PAHs(Polycyclic Aromatic Hydrocarbons)／多環芳香族炭化水素
(類) 

 

※PAHsは、有機物質の不完全な燃焼又は熱分解により精製する
有機化合物の一群でありPAHと記す場合もあるが、本ファクトシー
ト内では参考文献の表記にかかわらずPAHsと記載した。 
※上記のとおり、PAHsは化合物の一群のことを指すが、本ファクト
シートでは、国際連合食糧農業機関(FAO)/世界保健機関(WHO)合
同食品添加物専門家会議(JECFA)や欧州連合(EU)において食品
の基準値が定められているベンゾ[a]ピレン(benzo[a]pyrene、以下
BaPと記載)を中心にまとめた。 
※食品におけるBaPを含むその他の主要なPAHs(欧州委員会規則
(EC) No 81/2006に定められた16種のPAHs)について、別添に一覧
形式でまとめた。 
※PAHsは、環境汚染や職業性暴露※のハザードでもあるが、本フ
ァクトシートは食品に含まれる汚染物質としてのPAHsについてまと
めた。 

1,2,3
,4 

2.概要 (用途、汚染経
路、汚染される可能性
のある食品等) 

・PAHsは、炭素と水素原子から成る2つ以上の縮合芳香環を含む
多くの種類の有機化合物である。 
・食品の製造過程（乾燥や燻製など）や高温での食品の調理（グリ
ル、ロースト、フライ）は、PAHsの主な供給源となる。 
・穀類、油糧種子(油脂含量の多い種子で、油をとるもの)/油、コー
ヒー及び茶(tea)へのPAHsの混入は、通常、直火での乾燥のような
製造過程で生じ、加工品との接触により混入する可能性がある。 
・PAHsの摂取に主に貢献しているのは、穀物、穀物製品、植物油
脂及び植物油であるとしている。 
・非喫煙者においては食品がPAHsの主要な暴露源である。喫煙
者においては喫煙と食品からの寄与は同程度である。 

1, 2 

3.注目されるようになっ
た経緯 

・現在、BaPは、国際がん研究機関(IARC)の評価でグループ1(ヒト
に対して発がん性がある)に分類されている(2012)。 
・BaPは一般的に他のPAHsとともに、網焼きや直火で焼いた食品
に見られる(2007)。 
・欧州連合(EU)では、環境由来で高濃度に汚染される可能性があ
る食品、特に原油流出事故等が原因で汚染された魚介類に対し、
PAHsの基準値(maximum level)が必要だとしている。 

5,6,7 

4.毒性に関する科学的知見(国内/国際機関/諸外国) 

(1)体内動態(吸収～排
出までの代謝) 

・食品から摂取する場合、その吸収は消化管から行われ、PAHsの
水溶性や親油性※により決定される。(2006) 

・ラットの腹腔内投与により、BaPは血中から速やかに排出される
(半減期：1分以内)。(2006) 

・雌ラットにBaP0.45mgを静脈内投与したところ、24 時間以内に投
与量の約65%が糞便に、18%が尿中に排出され、1.8%が肝臓中に
残った。(1982) 

・CYP(シトクロムP450)※により芳香族化合物※中の環が酸化され、
グルタチオン※、グルクロン酸※、硫酸の抱合※を受ける。(2006) 

・酸化により、核酸、タンパク質と共有結合する求電子性※の代謝
物が生成する可能性がある。(2006) 

・いくつかのPAHs及び代謝物はAh受容体※に結合する。(2006) 

1,8 
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項目 内容 
参考 
文献 

(2)毒性 

①急性毒性 

環境省によるBaPの健康リスクの基礎評価(2006)によれば、 
・ヒトの急性毒性症状については知見はないが、動物実験では本
物質の急性毒性は弱く、マウスでは、1,600mg/kgの経口投与でも
死亡はみられていない。 
・ラットの経口投与では25mg/kg以上で自発活動量や神経運動機
能の低下、100mg/kg以上で肝臓相対重量や平均赤血球ヘモグロ
ビン濃度の増加、白血球の減少などが報告されている。 

9 

②遺伝毒性
(変異原性) 

JECFAは、33種のPAHｓを評価し、動物試験から遺伝毒性があ
るとされるのはBaPを含む13種(別添参照)であると結論づけた。
(2006) 

1 

③発がん性 

IARCのPAHsに関する最新の評価書は2010年に発行されており、
60種のPAHsと職業(石炭により生成されるPAHsに暴露される職
業)について評価し、PAHsの多くに発がん性や遺伝毒性があるこ
と、あるいは、ヒトに対する発がん性が疑われることが報告されて
いる。(注：IARCは物質でないものも評価する) 
以下には、欧州委員会規則(EC) No 1881/2006において定められ

た食品中の16種のPAHsのIARCによる評価を示す。 
グループ 1 

(ヒトに対して発がん性がある) 
BaP 

グループ 2A 

(ヒトに対しておそらく発がん性がある) 

シクロペンタ［cd］ピレン  

ジベンゾ[a,h]アントラセン  

ジベンゾ[a,l]ピレン 

グループ 2B 

(ヒトに対して発がん性の可能性がある) 

ベンゾ[a]アントラセン 

ベンゾ[b]フルオランテン  

ベンゾ［ｊ］フルオランテン 

ベンゾ[k]フルオランテン  

クリセン  

ジベンゾ[a,h]ピレン 

ジベンゾ［a,ｉ］ピレン  

インデノ[1,2,3-c,d]ピレン  

５‐メチルクリセン 

グループ 3 

(ヒトに対する発がん性について分類 

できない) 

ベンゾ[c]フルオレン 

ベンゾ[g,h,i]ペリレン  

ジベンゾ[a,e]ピレン 
 

3,10 

JECFAは、33種のPAHsを評価し、動物試験から発がん性があ
るとされるのはBaPを含む13種(別添参照)であると結論づけた。
(2006) 

1 

・マウスでの試験：BaPと2種のコールタール混合物を雌マウスに2
年間混餌投与した。BaP単独では、前胃、食道及び舌に乳頭腫及
び/又は腫瘍を引き起こすのに対して、コールタール混合物は肝が
んや肺がんも引き起こす。(1998) 

11 

欧州委員会(EC)の食品科学委員会(SCF)は33種のPAHsを評価
し、BaPを含む14種のPAHs(別添参照)が明確に発がん性があると
結論づけた。(2002) 

2 
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項目 内容 
参考 
文献 

④生殖発生
毒性 

 環境省によるBaPの健康リスクの基礎評価(2006)によれば、 
・最小毒性量(LOAEL)※：10mg/kg/日＊(マウス雌30～60匹を1群と
し、0、10、40、160mg/kg/日＊を妊娠7日目から16日目で強制経口
投与) 
160 mg/kg/日＊の親動物(F0)※で妊娠率及び出産率の有意な低

下、10 mg/kg/日＊以上で生後のF1
※児動物の体重の低下、F1児

動物の繁殖試験では10 mg/kg/日＊以上の群のペアで妊娠率低
下、40mg/kg/日＊以上でF1児動物雌の不妊、160 mg/kg/日＊でF1

児動物雄の不妊がみられた。10mg/kg/日＊以上で、F1児動物雌
雄の生殖器官に病理学的有害影響が観察された。 
・LOAEL：10mg/kg/日＊(マウス雌9匹を1群とし、0、10mg/kg/日＊
を妊娠7日目から16日目まで強制経口投与) 
一般状態、妊娠への影響はみられなかった。F1児動物の繁殖試

験では、10 mg/kg/日＊で産児数、出産回数は減少し、F1雌の卵巣
重量、卵胞数、黄体数の減少がみられた。 
＊：原典記載どおり。 

9 

⑤その他の
毒性(短期・
長 期 毒 性
等) 

 環境省によるBaPの健康リスクの基礎評価(2006)によれば、 
・無毒性量(NOAEL)※：5mg/kg/日＊(ラット雌雄各40匹を1群とし、

0、5、50、100 mg/kg/日＊を90日間混餌投与) 
・NOAEL：3mg/kg/日＊(暴露状況で補正：2.1mg/kg/日＊)(ラット雄

8 匹を1群とし、0、3、10、30、90 mg/kg/日＊を90日間(5日/週)強
制経口投与) 

・NOAEL：3mg/kg/日＊(暴露状況で補正：2.1mg/kg/日＊)(ラット雌
雄各10匹を1群とし、0、3、10、30 mg/kg/日＊を90日間(5日/週)
強制経口投与) 

・LOAEL：3mg/kg/日＊(ラット雌雄各52匹を1群として2年間投与) 
＊：原典記載どおり。 

9 

5.食品の汚染実態 

(1) 国内 

精米前後の米について、10種のPAHsを測定。精米前では、合
計PAHs量は58,000±9,500ng※/kg乾燥重量、精米後では、19,000
±2,600ng/kg乾燥重量であった。(原典単位はmg/kg)(2001) 

12 

農林水産省により、かつお節及びかつお節加工品の含有実態
調査(結果解析中)がなされている。 

13 

(2)国際機関 情報は見当たらない。  

(3)諸外国
等 

①EU 

欧州食品安全機関(EFSA)は、EU加盟国18か国から提出された
食品約1万件のデータを評価し、全検体の約50%からBaPが検出さ
れることを示した。全検体の30%においては、BaPが検出されていな
くても発がん性かつ遺伝毒性のあるPAHsが検出されている。クリ
センが最もよくみられる物質で、最高濃度は242,000 ng/kgであっ
た。(2008) 

14 

アイルランド食品安全庁(FSAI)は、国内で入手した食品120サン
プル中のPAHs28種類の含有量を調査した。一部のサプリメントを
除きPAHs濃度は低かった。EU科学委員会が、モニタリング対象と
して推奨している15種類のPAHsの総量(SCF-15)の中央値上限
(Median upper-bound levels)は以下のとおりであった。(原典単位は
mg/kg) 
①チョコレート及びチョコレートビスケット：2,260ng/kg、②ドライフル
ーツ：1,110ｎg/kg、③油脂類：2,310ng/kg、④貝類：850ng/kg、⑤燻
製魚製品：600ng/kg、⑥燻製貝製品：13,220ng/kg、⑦乳幼児用食
品：600ng/kg、⑧燻製の肉類：650ng/kg、⑨サプリメント：
5,580ng/kg(2006) 

15 
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項目 内容 
参考 
文献 

フランス競争･消費･不正抑止総局(DGCCRF)は、燻製魚のオイ
ル漬缶詰のPAHs含有量を調査した。(原典単位はmg/kg) 

2007年第4四半期に製造流通関連企業から13の食品サンプル
を入手した。オイル切りした魚で最も高いBaP含有量は真空パック
の燻製スプラット(ニシン属の小魚)のサンプル及び燻製ニシンのト
マトソース漬サンプルで220ng/kgであった。採取したサンプル中の
PAHsは、全てEUの規制に適合していた。(2009) 

16 

②米国 

Kazerouniらは、ワシントンDC都市部の228食品を分析した。BaP
が最も高かったのはウェルダンにグリル/バーベキューされたステ
ーキやハンバーガー、皮付き鶏肉であった(調理肉で最高
4,860ng/kgのBaP)。ミディアムに焼く、茹でるあるいは炒めた肉サ
ンプルではBaPは焼き加減にかかわらず低めだった。肉以外のサ
ンプルでは、BaPは一般的に低かったが、ある穀物や緑黄色野菜
(例えば、ケール等)では、最大0.5ng/gのレベルであった。(原典単
位はmg/kg)(2001) 

17 
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項目 内容 
参考 
文献 

③その他 

オーストラリア・ニュージーランド食品基準機関(FSANZ)は、2004
年に実施したオーストラリアトータルダイエットスタディ※のサンプル
を用い、35の食品から20種類のPAHsを分析し700点のデータを得
た。そのうち15%からは検出されず、合計PAHsレベルは最も高い順
にハンバーガー、チョコレート(ミルク)、乾燥ココナッツ、ポテトチップ
スであった。乳児用食品は相対的に低かった。オーストラリアの食
品中のBaPのレベルは、食品の種類や分析方法に違いがあるため
に正確な比較は困難ではあるが、他の国よりも低いとみられた。
(2010) 
 
特定の食品(PAHsレベルとして)を測定したBaPの多国間比較 

食品 
BaP 濃度(ng/kg 湿重量)※1 

豪州 米国 英国 スペイン イタリア 

バター 0 nd※2 450 N/A※3 16 

マーガリン 0 120 190-6,000 272 N/A 

チーズ 0 nd <40 78 14 

全乳  20 <40 11 33 

調製粉乳 0 N/A <10-200 N/A N/A 

アイスクリーム 0 N/A <40 N/A N/A 

ヨーグルト  180 <40  336 

卵 0 30 <40 23 15 

生魚 0 150 <80 235 27 

缶詰魚 0 10 N/A 272 N/A 

ベーコン 0 20 50 98 34 

網焼き牛 
ステーキ 

0 4,750 

燻なし 
10～40 
燻あり 
10～140 

98 

フライパン 

613 
BBQ 
1,445 

網焼きラム 0 N/A <40 8 N/A 

網焼きポーク 0 10 <40 98 

フライパン 

35 
BBQ 
121 

鶏胸肉 0 390 <40 98 5 

牛ソーセージ 0 20 30-260 9  

ハンバーガー 1,200 1,520  98  

パン 75 100 110 262 17 

ミルク 
チョコレート 

290 180 N/A N/A 33 

※1 原典単位ng/gをng/kgに換算している。 
注：他国の食品中のPAHｓレベルとの比較は、分析のために取り上
げた食品、分析手法、数量化や報告の限界値、不検出値の取扱
い、個別PAHの算出と記録手法がそれぞれ異なるため、限定的な
ものである。 
※2 nd：not detected 
※3 N/A：not applicable 

18 

6.暴露情報(国内/国際機関/諸外国) 

(1)推定一日摂取量 

日本：亀山(2006) 
(マーケットバスケット方式※によるトータルダイエットスタディ) 

BaP 平均摂取量1.6～2.4ng/kg体重/日(lower bound-upper 
bound) 
(農林水産省高度化事業課題「食品中のフラン及びPAH類の実態
調査」) 

19 



9 

 

項目 内容 
参考 
文献 

日本：舘野(2005) 
(1年間36日分(3日×12か月)の食事試料と想定される昼食試料に
よる分析) 

BaP 平均摂取量70.05ng/日 

20 

日本：環境省によるBaPの健康リスクの初期評価(2006) 
食物からの暴露量 

食物からの平均暴露量     BaP 0.44ng/kg/日＊ 
食物からの予測最大暴露量  BaP 1.4ng/kg/日＊ 

(食物の実測値を用い、飲料水2L及び食事量を2,000g、体重を50kg
と仮定して推定) 
＊：原典単位はμg/kg/日 

9 

JECＦＡ：BaPの暴露推定(2006) 
4.0ng/kg体重/日(平均摂取群)、10ng/kg体重/日(高摂取群) 
子供は体重当たり大人の2～2.5倍と推定 
バーベキューを食べる頻度の多い人や環境汚染のある地域に

住んでいる人の暴露はより大きい可能性がある。 

1 
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項目 内容 
参考 
文献 

様々な国におけるBaP平均暴露 

国 集団 
平均 BaP 暴露

(ng/人※/日) 

豪州 ２才以上 17～102 

ベルギー 全人口 232 

ブルガリア 全人口 209 

チェコ 全人口 239 

デンマーク 全人口 223 

フィンランド 全人口 185 

フランス 全人口 245 

ドイツ 全人口 255 

ハンガリー 全人口 231 

アイスランド 全人口 205 

アイルランド 全人口 238 

イタリア 全人口 255 

オランダ 全人口 239 

ノルウェー 全人口 252 

スロバキア 全人口 244 

スペイン 成人(20～65 才) 97～128 

スウェーデン 全人口 230 

英国 全人口 188 

※一人当たりの体重値は不明。 

14,1
8 

7.リスク評価(ADI、TDI、ARｆD、MOE等とその根拠) 
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項目 内容 
参考 
文献 

(1)国内 

環境省によるBaP健康リスクの初期評価結果(2006) 

(経口暴露による健康リスク) 

暴露経路 

・媒体 

平均 

暴露量 

予測最大 

暴露量 
無毒性量等※ 

暴露マージン 

(MOE)※ 

経口 

飲料水 

・食物 
－ － 

0.21 mg/kg/日 

(210,000ng/kg/日)  

ラット 

－ 

地下水 

・食物 

0.44 

ng/kg/日

＊以上 

1.0 

ng/kg/日

＊未満 

1.4 

ng/kg/日

＊以上 

2.0 

ng/kg/日

＊未満 

1,100～1,500 

 

経口暴露の非発がん影響について中・長期毒性のラットの試験から得

られたLOAEL3mg/kg/日(前胃の過形成)が、信頼性のある最も低用量の

知見と判断。発がん性について閾値を示した知見は得られなかったため、

非発がん影響のLOAEL3mg/kg/日を暴露状況で補正して2.1mg/kg/日と

し、さらにLOAELであるために10で除した0.21mg/kg/日(210,000ng/kg/日)

を無毒性量等として採用した。  

発がん性については、予測最大暴露量に対応する過剰発生率をスロー

プファクター※から求めると1.0×10-5～1.5×10-5 となる。 

＊：原典単位はμg/kg/日。その他は全て原典記載どおり。 

9 

(2)国際がん研究機関
(IARC) 

IARCのPAHsに関する最新の評価書は2010年に発行されてお
り、60種のPAHsと石炭誘導PAHsに暴露されるいくつかの職業に
ついて評価を行った(4の(2)の③を参照)。 

10 

(3)国際機関 

JECFAは、BaPを遺伝毒性及び発がん性のあるPAHsの暴露マ
ーカーとして評価した。(2006) 
MOE 平均摂取群：25,000 高摂取群：10,000 
BaPのベンチマーク用量信頼下限値(BMDL)※：100,000 ng/kg体重/
日 (マウスによる2年間混餌投与試験)及び一般消費者の推定平
均摂取量4.0ng/kg体重/日、当摂取者の推定平均摂取量4.0ng/kg
体重/日からMOEを計算。 

1 

(4)諸外国
等 

①EU 

EUは、EFSAの結論に基づき、PAHsの唯一のマーカーとしてBaP
を用いる現行システムは継続できないとし、委員会規則(EC)No 
1881/2006を一部改正した。BaPの基準値を別個に維持する一方、
4種類のPAHs(PAH4：BaP、ベンゾ[a]アントラセン、ベンゾ[b]フルオ
ランテン、クリセン)の総量の基準値を新たに設定した。(2011) 

4 
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項目 内容 
参考 
文献 

EFSAは、平均的摂取者及び高摂取者のBaP、2種類の
PAHs(PAH2)、4種類のPAHs(PAH4)及び8種類のPAHs(PAH8)それ
ぞれの経口暴露量と、Culpらの発がん性試験で使用された2種類
のコールタール混合物から得られたそれらに対応するBMDL10値に
基づいて、MOEによる評価手法を用いた。平均摂取者のMOEは、
BaPで17,900、PAH2で15,900、PAH4で17,500、PAH8で17,000であ
った。高摂取者のMOEは同じ順番でそれぞれ10,800、9,500、
9,900、9,600であった。これらのMOEは、平均推定経口摂取量にお
いて消費者の健康への懸念が低いことを示す。しかし、高摂取者
のMOEは約10,000あるいは10,000未満であり、EFSAの科学委員会
が提案しているように消費者の健康への懸念の可能性及びリスク
管理行動が必要になる可能性を示す。 

更に、BaPは食品中のPAHs出現について適切な指標ではない
と当該パネルは結論づけ、PAHsの出現及び毒性に関する現時点
で入手可能なデータを根拠に、PAH4及びPAH8が食品中のPAHs
に関する最適な指標であると結論づけた。(2008) 
(PAH2、PAH4、PAH8それぞれの種類については、別添を参照) 

14 

EFSAは、くん液※11種類についての安全性評価を完了した。一部
の安全性について、その推定摂取量がネガティブな健康影響を及
ぼす量と近いため、懸念を持っている。しかしながら、摂取量の推
定は安全サイドにたって過剰に見積もっているため、これらの製品
を摂取したからといって必ずしもリスクがあるということではない。 
11種類のくん液のうち、メーカーが示した用途及び使用量におい

て安全マージンが十分に大きく、安全上の懸念はないとされたもの
は2種類であった。他の8種類は安全マージンがより小さく、パネル
は、安全上の懸念があるとした。さらにもう一つのくん液について
は、適切なデータがないため、パネルは安全性を評価できなかっ
た。(2010) 

21 

②米国 食品による暴露評価を目的とした情報は見当たらない。  

③その他 食品による暴露評価を目的とした情報は見当たらない。  

8.リスク管理措置(基準値) 

(1)国内 食品衛生法に基づく基準値はない。 22 

(2)国際機関 

WHO：環境汚染由来の飲料水中のBaPのガイドラインを700ｎg/Lと
設定している。(原典単位はμg/L) 
FAO：くん液のBaPの基準値として2mg/kgと設定している。(原典単
位はμg/kg) 

23,2
4 
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項目 内容 
参考 
文献 

(3)諸外国
等 

①EU 

EU (委員会規則(EC)No 835/2011) 
2012年9月1日からの主な基準値[単位ng/kg](原典単位はμg/kg) 
№ 食品名 BaP PAH4(※) 

の総量 
1 食用油脂(カカオバター

及びココナッツ油を除く) 
2,000 10,000 

2 カカオ豆及びその加工食
品 

5,000 
(2013年4月1

日から) 

35,000 
(2015年3月31

日まで) 
30,000 

(2015年4月1
日から) 

3 ココナッツ油（直接又は
食品中の成分として） 

2,000 20,000 

4 畜肉の燻製及びその加
工品 

5,000 
(2014年8月31

日まで) 
 

2,000 
(2014年9月1

日から) 

30,000 
(2012年9月1

日から2014年
8月31日まで) 

12,000 
(2014年9月1

日から) 
5 魚介類の燻製及びその

加工品(6、7を除く) 
5,000 

(2014年8月31
日まで) 

 
2,000 

(2014年9月1
日から) 

30,000 
(2012年9月1

日から2014年
8月31日まで) 

12,000 
(2014年9月1

日から) 
6 燻製スプラット(ニシン属

の小魚)及び缶詰の燻製
ス プラ ッ ト 、 二 枚 貝 ( 生
鮮、冷蔵、冷凍)、加熱処
理肉及びその加工品) 

5,000 
 

30,000 

7 二枚貝(燻製) 6,000 35,000 
8 乳幼児向け加工穀類食

品 
1,000 1,000 

9 乳児向け調製乳及びフ
ォローオン調製乳 (乳児
向けミルク及びフォロー
オンミルクを含む) 

1,000 1,000 

※PAH4は、BaP、ベンゾ[a]アントラセン、ベンゾ[b]フルオランテン、
クリセン 

4 

②米国 食品についての基準値はない。  

③その他 
カナダ保健省：BaP 

オリーブポマースオイル※：3,000ng/kg(ppbから換算)(2011) 
水質ガイドライン設定：10ng/L(原典単位はμg/L)(1986) 

25,2
6 
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項目 内容 
参考 
文献 

韓国：BaP(原典単位はmg/kg) 
燻製魚肉：5,000ng/kg 
燻製乾燥魚肉：10,000ng/kg 
魚：2,000ng/kg 
貝類：10,000ng/kg 
ヨンチェリュ(軟体動物)や甲殻類：5,000ng/kg 
特殊用途食品：1,000ng/kg 
燻製食肉製品及びその加工品：5,000ng/kg(2010) 

27 

中国：BaP(原典単位はmg/kg) 
食用油脂：10,000ng/kg (2005) 

28 

9.リスク管理措置等(基準値を除く。汚染防止・リスク低減方法等) 

(1)国内 
農林水産省において、「多環芳香族炭化水素(PAH)」に関するリス
クプロファイルシート(検討会用)を公開。 

13 

(2)国際機関 

コーデックス委員会(Codex)は、2009年総会において「燻製及び
直接乾燥による食品のPAH汚染を低減するための実施規範※」
(CAC/RCP68-2009)を採択した。 
・Codex魚類・水産製品部会(CCCF)において、燻製魚の規格原案
を検討中(現在Step5)。その中に、CCCFで策定された実施規範を
踏まえ、「魚の燻製製造はPAHs生成が最小になるように行われる
べきである。これはCCCFが策定した実施規範に従うことで達成可
能である。」との記述がある。(ALINORM 10/33/18) 

29,3
0 

(3)諸外国
等 

①EU 

くん液は、その味を得るために特殊なプロセスで製造されている
ために複雑な混合物から成っており、他の香料とは分けた規制が
必要である。そのためEC規則2065/2003(後にEC627/2006に改訂)
を制定し、その評価と許可のための手続きを定めた。 

31,3
2 

②米国 
(米国疾病予防管理センター(CDC)や米国有害物質・疾病登録局
(ATSDR)にPAHsについてのファクトシートが掲載されているが、食
品中のPAHsに特化したものではない。) 

 

③その他 
(豪州では、National Pollutant Inventoryにファクトシートが掲載され
ているが、食品中のPAHsに特化したものではない。) 

 

10.参考情報  

(1)物質名(ＩＵＰＡＣ) Benzo[a]pyrene 10 

(2)ＣＡＳ名／ＣＡＳ番
号 

Benzo [a] pyrene (BaP)/50-32-8 10 

(3)分子式／構造式 

C20H12 
 
 
 
 
 
 

10 

(4)物理化学的性状   

①性状 淡黄色板状あるいは針状晶 9 

②融点(℃) 178.1℃ 10 

③沸点(℃) 310–312℃ at 10 mm Hg 10 

④比重(g/cm3) 1.351 9 

⑤溶解度 1.61×10-3 mg/kg (25℃、水) 9 

(5)調製・加工・調理に
よる影響 

・食品の製造プロセス（乾燥や燻製など）や高温での食品の調理
（グリル、ロースト、フライ）は、PAHsの主な発生源となる。 

2 

(6)備考   
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【用語解説（五十音順）】 

 

Ah受容体：アリルハイドロカーボンレセプター 

 細胞内でダイオキシン類と結合する受容体（レセプター）。ダイオキシン類の多くの作用

は、この Ah受容体を介して発現すると考えられています。 

 

F0世代 

親世代、実験的な交配の親。 

F1世代 

http://www.china12315.com.cn/html/spbz/Library/2009/0609/2009060900736108.shtml
http://www.china12315.com.cn/html/spbz/Library/2009/0609/2009060900736108.shtml
ftp://ftp.fao.org/codex/cac/CAC32/if32_10e.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2003:309:0001:0008:EN:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2003:309:0001:0008:EN:PDF
http://www.efsa.europa.eu/en/topics/topic/smokeflavourings.htm
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2005:034:0043:0045:EN:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2005:034:0043:0045:EN:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:109:0003:0006:EN:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:109:0003:0006:EN:PDF
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 第 1世代（子世代）。生殖・発生毒性試験では親世代動物［Ｐ，Ｆ０］の交配により得ら

れた次世代動物をさす。 

 

オリーブポーマスオイル 

 オリーブポーマスオイルは、ヴァージンオイルを搾った後の残りカスに残留している油

分を、有機溶剤やその他の物理的処置により抽出したオイル。  

 

求電子性（親電子性） 

 求電子性（親電子性）とは他の分子と求電子的に反応して共有結合を形成する性質であ

り、生体内に存在すると DNA やタンパク質などのような高分子と容易に結合する。 

 

グルクロン酸 

肝臓で生成されるブドウ糖の酸化産物。生体内のアルコール・フェノール類と抱合体を

つくり、尿中に排出し解毒作用をあらわす。また結合組織中にも含まれ、コンドロイチン

硫酸などの主要成分である。 

 

グルタチオン 

グルタミン酸・システイン・グリシンの三つのアミノ酸からなるペプチド。動植物・微

生物に広く分布する。容易に酸化され、生体内の酸化還元反応および解毒作用に重要な役

割を果たす。 

 

くん液 

スモークフレイバー、サトウキビ、竹材、トウモロコシ又は木材を燃焼して発生したガ

ス成分を捕集し、又は乾溜して得られたものをいいます。 

 

最小毒性量(LOAEL) 

動物実験等で有害な影響が認められた最低投与量のことです。 

 

実施規範：Code of Practice 

いろいろな活動の中で守るべき規範を指します。食品の分野では、近年、一次生産から

消費にわたって安全対策をとり、最終産物の安全を確保するという考え方（フードチェー

ンアプローチ）が有力になってきました。この考え方に従って、生産・製造・流通の現場

で守るべき規範が定められるようになり、中には管理目標値を含むものもあります。こう

した傾向に従い、コーデックス委員会でも、微生物や化学物質による汚染を生産・製造・

流通段階において防止・低減することが重視され、実施規範に関する議論が活発になって

います。実施規範が遵守されれば、食品の汚染レベル全体が下がるので、基準値を定めて

食品を検査し、違反食品のみを取り締まるよりも有効な安全対策となります。同時に、行

政コストや時間の節約も期待できます。コーデックス委員会では、アクリルアミドの他に、

食中毒やかび毒のリスク管理のための実施規範も議論され、採択されたものもあります。 

 

CYP(シトクロム P450)：チトクロム P450酵素 

シトクロムとは、分子中に鉄を含み生体内の酸化還元反応にかかわるタンパク質の総称
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で、中でもシトクロム P450（略称：CYP450）は肝臓での薬物代謝に大きな役割を果たす酵

素です。CYPは肝細胞や他の細胞の小胞体に存在し、薬物に対し一原子の酸素を添加する

反応を触媒することによって、薬物は水酸化体などの水に可溶の物質に変化して排泄され

やすくなります。ヒトの CYPは 20種以上の分子種が確認されていますが、それらが一万種

以上もの薬物の代謝に関与するために、一つの CYPが異なる化学構造を持つ他の薬物に働

きかけることができるようになっています。このため CYPに係わる薬物相互作用が問題と

なります。 

 

親油性 

脂肪や油に溶けやすいこと。分子中の炭化水素基と油などの炭化水素骨格とが親和力を

もつことによって生ずる性質。親油性の物質は一般に疎水性である。 

 

スロープファクター(slope factor) 

体重 1 kg 当たり 1 mg の化学物質を、毎日、生涯にわたって経口摂取した場合の過剰発

がんリスク推定値。 

がんの過剰発生率＝スロープファクター(mg/kg/日)－１×経口暴露量(mg/kg/日) 

 

トータルダイエットスタディ：Total Diet Study 

市場で売られている広範囲の食品を対象とし、食品添加物や農薬などを実際にどの程度

摂取しているかを把握するために、加工・調理によるこれらの物質の増減も考慮に入れて

行う摂取量の推定方法のことです。トータルダイエットスタディには、「マーケットバスケ

ット方式」と「陰膳（かげぜん）方式」の 2種類があります。 

 

ng(ナノグラム) 

1mg(ミリグラム)の 100万分の 1の量です。1,000ナノグラム＝1マイクログラム＝1,000

分の１ミリグラムです。 

 

暴露(ばくろ) 

作業段階や、環境経由、製品経由、あるいは事故によって、ヒトが化学物質を吸ったり、

食べたり、触れたりして、体内に取り込むこと、また、生態系が化学物質にさらされるこ

との総称です。 

 

暴露マージン(MOE：Margin of Exposure) 

暴露幅とも言います。ある化学物質のヒト暴露量が動物実験で得られた無毒性量（NOAEL）

又はベンチマーク用量信頼下限値（BMDL）に対してどれだけ離れているかを示す係数です。

NOAEL又は BMDL／暴露量により算出します。この値が大きい程、現時点の暴露量はヒト又

は環境中の生物に有害性を発現するまでの余裕が大きいということを示しています。 

 

ベンチマーク用量信頼下限値（BMDL） 

毒性発現率と摂取量の相関性に数理モデルを適用し、ある確率で毒性（通常一般毒性で

は 10 ％(BMDL10)、発生毒性では 5 ％）を発現（又は増加）すると推定される摂取量の信

頼限界（通常 95 ％）の下限値で、経験的に NOAELと近い値になると考えられています。
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この方法では、NOAEL 法と違い、実験デザインを含めた推定が可能です。 

 

抱合 

生体内で、異物や生体内物質の官能基に生体成分を結合させる反応。多くの場合、抱合

反応を受けることにより尿中や胆汁中に排泄される。 

 

芳香族化合物 

ベンゼン環をもつ一群の有機化合物の総称。これに属する炭化水素は骨格構造が安定で

付加反応が起こりにくく、置換反応を起こしやすいなどの特有の反応性をもち、一般に芳

香をもつ。 

 

無毒性量(NOAEL：No Observed Adverse Effect Level) 

ある物質について何段階かの異なる投与量を用いて毒性試験を行ったとき、有害影響が

認められなかった最大の投与量のことです。通常は、さまざまな動物試験において得られ

た個々の無毒性量の中で最も小さい値を、その物質の無毒性量とします。 

 

無毒性量(NOAEL)等 

環境省の「化学物質の環境リスク評価」においては、「無毒性量(NOAEL)等とは、

NOAEL(NOEL)から、又は LOAEL(LOEL)を 10で除して変換した NOAEL(NOEL)から、時間補

正のみを行って求めた数値をいう」とされています。 

 「化学物質の環境リスク評価」における用語説明 

最小毒性量(LOAEL：Lowest Observed Adverse Effect Level) 

毒性試験において有害な影響が認められた最低のばく露量。 

最小影響量(LOEL：Lowest Observed Effect Level) 

最小作用量ともいう。毒性試験において何らかの影響が認められる最低のばく露

量。影響の中には有害、無害両方を含むので、一般には LOAEL に等しいかそれよ

り低い値である。 

無毒性量(NOAEL：No Observed Adverse Effect Level) 

無副作用量、最大有害無作用レベル、最大無毒性量と訳すこともある。何段階か

の投与用量群を用いた毒性試験において有害影響が観察されなかった最高のばく

露量のことである。この値に安全係数や不確定係数を乗じて、ADI や TDI を求め

ることがある。 

無影響量(NOEL：No Observed Effect Level) 

毒性試験において影響が認められない最高のばく露量。影響の中には有害、無害

両方を含むので、一般には NOAEL に等しいかそれより低い値である。 


